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平成 30 年７月豪雨による被災者に対する申告等の期限の延長について 

 

 

 平成 30 年７月豪雨による被災者に対しては、「平成 30 年７月豪雨による被

災者に対する減免措置等について」（平成 30 年７月 17 日総税企第 98 号）にお

いて、地方税に係る申告等の期限の延長等について適切に運営されるようご配

慮をお願いしているところですが、国税に関する申告期限等の延長（平成 30

年７月 19 日国税庁告示第 18 号）について、本日付けで国税庁長官により、別

紙のとおり、国税通則法施行令（昭和 37 年政令第 135 号）第３条第１項の規

定に基づき期日が指定されたことを踏まえ、引き続き適切に運営されるようお

願いします。 

 なお、岡山県倉敷市真備町については、別紙の期日指定が行われていないこ

とから、国税に関する延長された申告期限等の期日（延長措置の終期）に関し

て、国税庁長官の告示が行われた際に、別途お知らせいたしますので、ご留意

ください。 

 また、貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨をご連絡願います。 

 本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助

言）に基づくものです。 
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